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特
別
な
医
療
の
加
算
時
間
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

介
護
保
険
の
要
介
護
度
認
定
に
お
け
る
基
準
時
間
決
定
の
ロ
ジ
ッ
ク
の
件
で
、
要
介
護
認
定
・
介
護
認
定
審
査
会
委
員
テ

キ
ス
ト
二
〇
〇
九
年
（
二
一
年
八
月
）
改
訂
版
が
示
す
特
別
な
医
療
に
お
け
る
加
算
時
間
（
四
二
頁
）
と
、
厚
生
労
働
省
が

委
託
し
た
、
み
ず
ほ
総
合
研
究
所
株
式
会
社
作
成
の
高
齢
者
介
護
実
態
調
査
事
業
報
告
書
（
一
九
年
三
月
）
の
（
二
〇
二

頁
）
の
加
算
時
間
と
が
対
応
し
て
な
い
が
、
ど
の
よ
う
な
ロ
ジ
ッ
ク
で
変
換
さ
れ
た
の
か
述
べ
よ
。

二

厚
生
労
働
省
が
委
託
し
た
、
み
ず
ほ
総
研
株
式
会
社
作
成
の
高
齢
者
介
護
実
態
調
査
事
業
報
告
書
（
一
九
年
三
月
）
に
は

デ
ー
タ
の
欠
落
が
有
る
の
に
対
し
、
要
介
護
認
定
・
介
護
認
定
審
査
会
委
員
テ
キ
ス
ト
二
〇
〇
九
年
（
二
一
年
八
月
）
改
訂

版
で
は
時
間
値
が
記
述
さ
れ
て
い
る
の
は
ど
の
よ
う
な
処
理
が
さ
れ
た
の
か
述
べ
よ
。

三

厚
生
労
働
省
が
委
託
し
た
、
み
ず
ほ
総
研
株
式
会
社
作
成
の
高
齢
者
介
護
実
態
調
査
事
業
報
告
書
（
一
九
年
三
月
）
の

�
・
施
設
介
護
時
間
調
査
（
一
分
間
の
タ
イ
ム
ス
タ
デ
ィ
ー
調
査
）
結
果
（
二
〇
二
頁
）
の
状
態
別
回
答
票
の
設
問
八－

一

か
ら
八－

十
三
の
内
三
項
目
で
、
医
療
の
処
置
が
「
あ
る
」
よ
り
も
「
な
い
」
が
ケ
ア
時
間
が
多
い
の
は
な
ぜ
か
述
べ
よ
。

四

厚
生
労
働
省
が
委
託
し
た
、
み
ず
ほ
総
研
株
式
会
社
作
成
の
高
齢
者
介
護
実
態
調
査
事
業
報
告
書
（
一
九
年
三
月
）
で
、

特
別
な
医
療
の
処
置
が
「
な
い
」
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ケ
ア
時
間
の
値
を
与
え
る
の
は
何
故
か
述
べ
よ
。

一



右
質
問
す
る
。

二


